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原発避難者特例法に基づく要介護認定について想定される事務の流れ 
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（別紙） 

（※２）関係書類（写） 
 ・要介護認定申請書 
 ・認定調査票 
 ・主治医意見書 
 ・一次判定結果 
 ・要介護認定結果通知 
 ・審査会議事録 など  

（※１） 
毎月1回、福島県が指定市町村の避難者情報を
とりまとめ、避難先都道府県へ通知する。避難
先市区町村へは避難先都道府県を経由して通
知される。避難先市区町村は、この避難住民の
情報の通知により、要介護認定等に関する特例
事務を処理するものとする。 
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